
○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342－8501(住所不要)です。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

　
万
が
一
に
備
え
て
、
保
険
に
加

入
し
ま
し
ょ
う
。
す
で
に
加
入
済

み
の
方
も
忘
れ
ず
に
更
新
し
ま

し
ょ
う
。

問
合
せ
：
危
機
管
理
課
☎
940
・

１
０
７
２
共
通

　
交
通
遺
児
等
援
護
100
円
募
金
に

ご
協
力
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
皆
さ
ま

か
ら
い
た
だ
い
た
募
金
総
額
は

６
６
０
０
円
で
す
。

　
お
預
か
り
し
た
募
金
は
、
埼
玉

県
交
通
安
全
対
策
協
議
会
を
通

じ
、
県
内
に
在
住
す
る
交
通
遺
児

等
へ
援
護
金
・
援
護
一
時
金
と
し

て
給
付
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ
：
危
機
管
理
課
☎
940
・

１
０
７
２
共
通

　

２
月
は「
北
方
領
土
返
還
運
動

全
国
強
調
月
間
」で
す
。
毎
年
２

月
７
日
の「
北
方
領
土
の
日
」に
、

東
京
で「
北
方
領
土
返
還
要
求
全

国
大
会
」が
開
催
さ
れ
る
他
、
こ

の
日
を
中
心
に
全
国
で
講
演
会
や

パ
ネ
ル
展
、
署
名
活
動
な
ど
が
行

わ
れ
ま
す
。

　
詳
細
は
内
閣
府（
北
方
対
策
本

部
）ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
：
内
閣
府
☎
03
・
５
２
５

３・２
１
１
１（
大
代
表
）

　

市
お
よ
び
吉
川
市
商
工
会
で

は
、
市
内
事
業
所
の
求
人
情
報
を

掲
載
し
た
情
報
誌
を
毎
月
１
回
発

行
し
て
い
ま
す
。

　
職
場
と
住
ま
い
が
近
く
な
る
こ

と
で
、
子
育
て
・
介
護
、
趣
味
の

時
間
や
地
域
活
動
へ
の
参
加
が
可

能
と
な
り
、
健
康
で
豊
か
な
生
活

が
で
き
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス（
仕
事
と
生
活
の
調
和
）の

実
現
に
つ
な
が
り
ま
す
。
仕
事
を

お
探
し
の
方
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

を
見
直
し
た
い
方
は
お
役
立
て
く

だ
さ
い
。

配
架
場
所
：
市
役
所
２
階
・
吉
川

駅
・
吉
川
美
南
駅
各
改
札
口
・
各
市

民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
・
中
央
公
民

館
・
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
お
あ
し
す

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ご
覧
く
だ
さ
い
→

掲
載
申
込
：
求
人
情
報
の
掲
載
を

ご
希
望
の
場
合
は
、
求
人
情
報
掲

載
依
頼
書
を
フ
ァ
ク
ス
で
吉
川
市

商
工
会
へ

984
・
１
１
８
９（
掲

載
無
料
）掲
載
依
頼
書
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
：
商
工
課
☎
982
・
９
６
９

７

共
通
、
吉
川
市
商
工
会
☎

981
・
１
２
１
１
984
・
１
１
８
９

　
就
職
・
転
職
に
関
す
る
相
談
に

キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
ア

ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
ま
す
。
若
者

か
ら
シ
ニ
ア
ま
で
幅
広
く
親
身
に

対
応
し
て
い
ま
す
。
雇
用
保
険
受

給
者
の
方
に
は
利
用
証
明
書
を
発

行
し
ま
す
。

◦
自
分
に
合
っ
た
職
業
の
探
し
方

◦
職
務
経
歴
書
な
ど
の
応
募
書
類

の
書
き
方

◦
面
接
の
準
備
・
対
策
な
ど　

日
時
：
毎
月
第
１
・
第
３
水
午
後

１
時
、
２
時
、
３
時
、
４
時

※
予
約
優
先
。

※
初
回
の
み
メ
ー
ル
相

談
可
。

問
合
せ
：
商
工
課
☎
982
・
９
６
９

７
共
通

　
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方

や
そ
の
扶
養
者
の
方
が
確
定
申
告

お
よ
び
市
・
県
民
税
の
申
告
で
控

除
を
受
け
る
た
め
の
資
料
を
発
行

し
ま
す
。

①
障
害
者
・
特
別
障
害
者
認
定
書

対
象
：
令
和
４
年
12
月
31
日
ま
で

に
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
65

歳
以
上
の
方
で
、
身
体
障
が
い
者

ま
た
は
知
的
障
が
い
者
に
準
ず
る

と
認
め
ら
れ
る
方

※
次
の
方
は
、
申
請
不
要
で
す
。

身
体
障
害
者
手
帳（
１・２
級
）、
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳（
１
級
）

の
交
付
お
よ
び
療
育
手
帳（
Ⓐ・
Ａ
）

の
判
定
を
受
け
て
い
る
方

②
お
む
つ
使
用
確
認
書

対
象
：
昨
年
も
お
む
つ
代
の
医
療
費

控
除
を
受
け
て
い
る
方
で
、
要
介
護

認
定
を
受
け
て
お
り
、
介
護
認
定
の

主
治
医
意
見
書
に
所
定
の
記
載
が
あ

る
方
※
初
め
て
お
む
つ
代
の
医
療
費

控
除
を
受
け
る
方
や
、
要
介
護
認
定

を
受
け
て
い
な
い
方
は「
お
む
つ
使

用
証
明
書
」を
医
師
に
発
行
し
て
も

ら
い
、
控
除
資
料
と
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
：
長
寿
支
援
課
①
982
・
５

１
１
８
②
982
・
５
１
２
０
共
通

交
通
遺
児
等
援
護
100
円
募
金
の
お
礼

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
へ

控
除
資
料
を
発
行
し
ま
す【
要
申
請
】

Ⓒ埼玉県消費生活課
◦ 相手方の業者名をよく確認する。
◦ 契約内容を確認し､必要のな

い勧誘は断る。
◦ アナログ回線戻しは自分

で通信会社に申し込むこ
とが可能！

問合せ：消費生活センター
（商 工 課）☎982･9697ま た
は☎188（消費者ホットライ
ン） 共通

２
月
７
日
は「
北
方
領
土
の
日
」

市
内
求
人
情
報

就
職
活
動
相
談
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